
○天草市不良不適格業者排除対策実施要領 

平成１８年３月２７日 

告示第１２７号 

（目的） 

第1条 この要領は、天草市が発注する建設工事について、技術力及び施工力を有しないペーパ

ーカンパニー、経営を暴力団が支配している企業、必要とされる技術者の配置を行わない企

業その他不良不適格業者を排除するための対策を実施することにより、建設工事の適正な施

工の確保及び品質の確保を期し、建設業の健全な発展に資することを目的とする。 

（現場専任制等の確認） 

第2条 市長は、建設工事１件当たりの契約金額が４，０００万円以上（建築一式工事について

は、８，０００万円以上）の場合は、主任技術者（建設業法（昭和２４年法律第１００号。

以下「法」という。）第２６条第１項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。）又は監理

技術者（法第２６条第２項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。）の現場専任制（技術

者が工事現場ごとに専任の者であることをいう。以下同じ。）の確認を行うものとする。 

2 市長は、技術者が建設工事の受注者（契約前にあっては、入札参加希望者又は落札者）に所

属する者であることの確認を行うものとする。 

3 前２項の確認の方法は、市長が別に定める。 

（平２３告示１０６・平２８告示１２１・令５告示３３・一部改正） 

（現場立入点検） 

第3条 市長は、建設工事１件当たりの契約金額が４，０００万円以上（建築一式工事について

は、８，０００万円以上）の場合は、現場立入点検及び次に掲げる事項の確認を行うものと

する。 

（1） 現場代理人（法第１９条の２第１項に規定する現場代理人をいう。以下同じ。）が天

草市公共工事請負契約約款（平成１８年天草市告示第１１９号。以下「約款」という。）

第１０条第２項の規定により工事現場に常駐していること。 

（2） 主任技術者又は監理技術者の現場専任制 

（3） 工事の状況及び施工体制 

2 前項の現場立入点検の方法は、市長が別に定める。 

（平２８告示１２１・令２告示１５９・令５告示３３・一部改正） 

 



（違反者に対する措置） 

第4条 市長は、第２条の現場専任制等の確認又は前条の現場立入点検を行った場合において、

不適切な措置が確認されたときは、約款、天草市公共工事請負契約に係る指名基準（平成１

８年天草市告示第１１６号）、天草市工事等請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要領

（平成１８年天草市告示第１２６号）その他関係法令に基づき必要な措置を講ずることがで

きるものとする。 

（工事成績評定への反映） 

第5条 市長は、第３条の現場立入点検を行った場合において、不適切な措置が確認されたとき

は、工事成績評定へ反映させるものとする。 

（暴力団等の排除） 

第6条 市長は、平成１１年６月２８日付けで調印を行った「建設業からの暴力団排除に関する

合意書」に基づき、暴力団等の排除の徹底を図るものとする。 

附 則 

この告示は、平成１８年３月２７日から施行する。 

附 則（平成２３年告示第１０６号）抄 

（施行期日） 

1 この告示は、平成２３年７月１日から施行する。 

附 則（平成２８年告示第１２１号） 

この告示は、平成２８年１０月４日から施行する。 

附 則（令和２年告示第１５９号）抄 

（施行期日） 

1 この告示は、令和２年１１月１日から施行する。 

附 則（令和５年告示第３３号） 

この告示は、令和５年５月１日から施行する。 

 


